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土砂災害とは

土砂災害に対する宮城県のソフト対策

土砂災害から身を守るために
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土石流

山から崩れた土や石が、水と
一緒になって強い勢いで流れ
下ってくる。

がけ崩れ

急な斜面が一気に崩れる。

地すべり

やや傾斜のゆるい斜面が、広
い範囲にわたってかたまりの
まま動く。

●台風や大雨、地震などが引き金となって起こる災害
●ひとたび起これば一瞬で人の命や財産を奪う恐ろしい災害
●主に下記の３種類に分けられる



●前ぶれがほとんどなく、いつ、どこで

発生するかわからない

●ひとたび発生すれば人命・財産を脅かす
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日本は，その地形や気象条件により，土砂災害が発生しやすい国土環境にあり，
毎年1,000件程度の土砂災害が発生している。
土砂災害の発生原因は多様で，豪雨だけでなく，地震や火山活動等に起因する
こともあり，いずれの原因であっても発生のタイミングを予測することは難し
い。また，人的被害をもたらすケースも多く，ほぼ毎年犠牲者が出ている状況。
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6国土交通省ホームページより
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8月以降の台風に伴う豪雨等による土砂災害の発生状況

国土交通省ホームページより



宮城県においては平均して年に11件ほどの土砂災害が発生しており，そのうち
の多くががけ崩れ。
発生件数が多いのは，岩手・宮城内陸地震が発生した平成20年，東北地方太平
洋沖地震が発生した平成23年，平成27年9月関東・東北豪雨が発生した平成27
年。

直近10年の平均
（H19～H28）
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表．宮城県の土砂災害発生件数／件数

岩手・宮城内陸地震 東北地方太平洋沖地震 平成27年9月関東・東北豪雨
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地すべり:越河平地区

がけ崩れ:川平の１

気仙沼市

南三陸町

石巻市

女川町

登米市

栗原市

大崎市

桶谷町

美里町

加美町

色麻町

大衡村

大和町

冨谷町

大郷町
松島町

東松島市

利府町

多賀城市

塩竈市
七ヶ浜町仙台市

川崎町

蔵王町

村田町
名取市

岩沼町

垣理町

山元町

角田市

丸森町

白石市
七ヶ宿町

柴田町

大河原町

宮城県 平成２７年９月の関東・東北豪雨により
宮城県においても土砂災害が発生した。

被災箇所 全景斜め写真至仙台

至東京
高速道路まで土砂流出の
可能性あり

家屋１戸 全壊

頭部滑落崖の中央部

崩落部を上部より望む 崩落土がアパート内まで到達１

宮城県での土砂災害
発生件数は24件
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崩壊土砂を撤去し、安定勾配まで切土を行い、
地下水位を低下させるための、横ボーリング
や表面排水のための水路を設置した。

川平の１：平成28年12月完成
気仙沼市

南三陸町

石巻市

女川町

登米市

栗原市

大崎市

桶谷町

美里町

加美町

色麻町

大衡村

大和町

冨谷町

大郷町
松島町

東松島市

利府町

多賀城市

塩竈市
七ヶ浜町仙台市

川崎町

蔵王町

村田町
名取市

岩沼町

垣理町

山元町

角田市

丸森町

白石市
七ヶ宿町

柴田町

大河原町

宮城県

１

ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾌﾘｰﾌﾚｰﾑ により斜面崩壊を抑制
越河平地区：平成29年2月完成
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土砂災害とは

土砂災害に対する宮城県のソフト対策

土砂災害から身を守るために
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総合的な土砂災害対策

土石流に対する砂防えん堤や
がけ崩れに対する法枠工など、
土砂災害防止工事を実施するこ
とで安全を図る。

ハード対策

住民に土砂災害のおそれのある
場所を周知し、自主的・積極的な
避難行動を促す。

ソフト対策

莫大な費用と
時間がかかる

行政と住民の連携
住民の防災意識



 土砂災害危険箇所のピックアップ・公表（県）

 土砂災害危険箇所の現地調査（県）

 土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定（県）

 ハザードマップの作成（市町村）

 防災訓練・防災講習会等（市町村）
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 土砂災害危険箇所のピックアップ・公表
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・土砂災害の恐れのある箇所を地形図からピックアップしたもので
す。
・土砂災害危険箇所図を県防災砂防課のHPで公表しています。

県内に8,482か所，
南三陸町に216か所
あります。

緑・青色は土石流の
恐れがある箇所，
赤色はがけ崩れの
恐れのある箇所
を示しています。



●南三陸町役場庁舎の周りにも土砂災害危険箇所があります！

南三陸町役場庁舎
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 土砂災害危険箇所の現地調査（基礎調査）
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・土砂災害危険箇所となっている沢や崖の地形や地質について，
現地に入り，詳細に調査します。
・お住まいの方に通知の上，調査させていただきます。
・調査結果は住民説明会を開いてお知らせします。



 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定
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・基礎調査後，土砂災害防止法に基づき，土砂災害警戒区域及び
土砂災害特別警戒区域を指定します。
・土砂災害の恐れがあるということを周知するために指定します。
・指定された区域は県防災砂防課のHPまたは気仙沼土木事務所・南三
陸町役場でご覧いただけます。

箇所名をクリック！



こんな資料が開きます。
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こんな資料が開きます。

赤色で囲まれた部分が
土砂災害特別警戒区域
です。

黄色で囲まれた
部分が土砂災害
警戒区域です。
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警
戒
区
域
で
は

警戒避難体制の整備

特
別
警
戒
区
域
で
は

さ
ら
に

特定の開発行為に対する許可制

建築物の構造規制

建築物の移転勧告

チラシをご覧ください。



土砂災害とは

土砂災害に対する宮城県のソフト対策

土砂災害から身を守るために
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南三陸町：防災マップ

●お住まいの地域にある土砂災害危険箇所や

土砂災害警戒区域等を確認しましょう
宮城県：土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書
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【入手したい情報】

 注意報・警報等の気象情報

 土砂災害警戒情報

 避難準備・高齢者等避難開始，避難勧告，避難指示
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●大雨の際の情報に注意しましょう

【入手方法】

 テレビ・ラジオ

 インターネット

 市町村からの防災行政無線

 自動配信メール（登録制）



 仙台管区気象台と宮城県が共同で発表

 土砂災害の危険性が高まっている場合に発表

 土砂災害警戒情報発表後は、気象情報に注意する。
また、市町村からの避難勧告等の発表に留意する。
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土砂災害警戒情報とは



宮城県砂防総合情報システム

 通称「ＭＩＤＳＫＩ（ミヅキ）」

 雨や土砂災害の危険度についてインターネットで情報提供

 土砂災害警戒情報等配信メール登録

 土砂災害警戒区域等確認マップの公開
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宮城県砂防総合情報システムをご活用ください！

詳細は別添のチラシ
をご覧ください



 特にお年寄りや小さな子供、障害のある方の避難に
は時間がかかる場合があります。

 避難勧告がなくても、危険を感じたら自主避難を！

 日頃から避難場所の把握、備蓄、避難訓練を！

 避難行動は周囲の人と声をかけあって！
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●早めの避難行動を！
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●土砂災害の前兆現象

土石流
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●土砂災害の前兆現象

がけ崩れ
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●土砂災害の前兆現象

地すべり
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自分の身は自分で守る
ことが一番の防災対策
です

地域の方々と協力して
防災・減災に努めましょう

行政間で連携し、住民の
生命を守ることに

努める



ご静聴ありがとうございました。
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平成29年度 南三陸町総合防災訓練

H29.1１.５

宮城県土木部防災砂防課 砂防・傾斜地保全班
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土砂災害防止法における市町村の役割

土砂災害防止法の一部改正について

2



 土砂災害危険箇所のピックアップ・公表（県）

 土砂災害危険箇所の現地調査（県）

 土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定（県）

 ハザードマップの作成（市町村）

 防災訓練・防災講習会等（市町村）
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南三陸町：防災マップ

●お住まいの地域にある土砂災害危険箇所や

土砂災害警戒区域等を確認しましょう
宮城県：土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書

4

反映



ハザードマップの作成

宮城県ハザードマップ作成支援システム

http://hazard.pref.miyagi.jp/sabohm/WebGIS/
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要配慮者利用施設の避難訓練
（気仙沼市；H27）

土砂撤去訓練（涌谷町；H26）

防災訓練の実施

6

著作権の関係によ写
真を掲載しておりま
せん

2013632go
長方形
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・これまで市町村主体の実践的な避難訓練を行い、住民の関心の高まりなどにより参加者は
増加傾向。
・これらの訓練とあわせて、警戒区域の実情に応じた住民等主体の避難訓練を促進し、土砂
災害に対する警戒避難体制の充実・強化を図る。

主な実施内容

975,103

568,671

222,808

137,819127,964120,42299,297
69,26847,76022,4348,938

平成28年は過去最多
の約97万人が参加

約1.7倍

約2.6倍



地域住民向け出前講座
（亘理町；H2８）

市職員向け出前講座
（仙台市；H2７）

土砂災害に関する講習会・研修会
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土砂災害危険箇所パトロール
（栗原市；H2７）

土砂災害防止月間ポスター掲示
（大崎市；H2７）

MIDSKI周知（H29.4～）

土砂災害防止の広報・啓発
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土砂災害に関するメッシュ情報の
「実況または予想で大雨警報の基
準に到達」 等

土砂災害警戒情報が発表 等

土砂災害に関するメッシュ情報の
「実況で土砂災害警戒情報の基準
に到達」 等

土砂災害警戒情報
・気象情報 等

避難勧告等 （判断基準の設定の一例）時間

大雨注意報

大雨警報
（土砂災害）

大雨特別警報
（土砂災害）

土砂災害
警戒情報

避難準備・高齢
者等避難開始

避難勧告

避難指示
（緊急）

※「土砂災害警戒情報が発表された場合は、市町村長は直ちに避難勧告等を発
令することを基本とする。」
土砂災害防止対策基本指針（平成27年1月）（抜粋）

※避難勧告等の判断基準設定の一例は、避難勧告等に関するガイドライン②（発令基
準・防災体制編）（内閣府（防災担当）：平成29年1月）を基に作成

土砂災害警戒情報の発表について
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土砂災害警戒情報の発表について
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土砂災害警戒情報の発表について
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宮城県総合防災情報システム
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MIDSKI配信メール
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MIDSKI配信メール
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MIDSKI配信メール



 避難勧告等が必ずしも住民の避難行動に結びついて

いない場合が多い

 いつ・どこが危険なのか具体的で客観的な情報が必要

●いつ→気象警報・土砂災害警戒情報・避難勧告等

●どこ→土砂災害危険箇所・土砂災害警戒区域等

 普段から危険な場所を認識して

おくことが重要

知る努力
知らせる
努力
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土砂災害防止法における市町村の役割

土砂災害防止法の一部改正について
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土砂災害防止法の一部が改正されました

「水防法等の一部を改正する法律」が平成29年６月19
日に施行されました。これにより、要配慮者利用施設の
避難体制の強化を図るために「土砂災害防止法」が改正
されました。

土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者等は、
避難確保計画※1の作成・避難訓練の実施が義務となりま
す。

※1）「避難確保計画」とは、土砂災害が発生するおそれがある場合
における施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために
必要な防災体制や訓練などに関する事項を定めた計画です。
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土砂災害防止対策基本指針の変更のポイント
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※「要配慮者利用施設」として以下の施設を対象に、調査を実施。
＜社会福祉施設＞

児童福祉施設、老人福祉関係施設、介護保険施設、障害者支援施設、障害福祉サービス事業所、
身体障害者社会参加支援施設、福祉ホーム、精神障害者退院支援施設、地域活動支援センター、
障害児通所支援事業所、救護施設、更正施設、医療保護施設

＜学校＞
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、専修学校、特別支援学校

＜医療施設＞
病院、診療所、助産所、その他医療提供施設

＜その他要配慮者に関する施設＞

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成状況等

防災砂防課調べ(平成29年3月末時点)

土砂災害のおそれのある箇所に立地する施設数

うち、土砂災害警戒区域に立地する施設数

うち、市町村地域防災計画に位置づけられている施設数

うち、避難確保計画を作成している施設数

うち、土砂災害に係る避難訓練を実施している施設数 4

290

231

79

3
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（主な内容）
１．計画を作成するにあたって知っておきたいこと
○土砂災害の種類と特徴
・土砂災害にはがけ崩れ、土石流、地すべりの3つがある
・土砂災害には予測が難しく、突発的に発生するため、
人的被害が発生しやすい。

○土砂災害に関する情報とその確認方法
・土砂災害警戒区域、土砂災害ハザードマップ、土砂災害警戒情報など

○土砂災害に対する避難の方法
・原則、立ち退き避難。外出が危険な場合は屋内の安全な場所へ

２．避難確保計画に記載すべき事項
要配慮者利用施設で避難確保計画を作成するために、
下記の整理をして記載
○防災体制に関する事項
・職員の役割分担や連絡体制の確認
・気象・災害に関する情報の入手方法

○避難誘導に関する事項
・避難行動に備えて事前に決めておくべき事項
・避難の実施方法

○避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
○防災教育及び訓練の実施に関する事項

３．参考
○計画に記載すべき事項を整理した「作成例」、内容を確認するための
「チェックリスト」を参考資料として記載。

避難確保計画の手引き 避難確保計画 作成例

施設内掲示用 避難確保計画イメージ

○要配慮者利用施設の管理者等が、避難確保計画を作成する際の参考となるよう
「土砂災害に関する避難確保計画作成の手引き」を作成し、通知・公表

要配慮者利用施設における避難確保計画作成等の支援に関する取組



行政としての支援

避難訓練実施の支援
施設管理者が避難確保計画に基づいて避難訓練を実施することに対し，

県及び市町村の関係部局が連携して積極的に支援を行う。

・ハザードマップの活用

・土砂災害警戒区域の実状に応じた避難訓練となるよう助言

・職員や利用者への学習会の開催
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ご静聴ありがとうございました。
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